
（３）外部給電機器の導入支援 （８００台 ３２０百万円） 
 

     ・都補助額は導入経費の１/２  
 

    ・補助対象：民間企業・個人 
 
 
 
 
 
 
 

（４）事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備の導入支援  
   （１か所 ３７０百万円） 
 

     ・都補助額は設備導入経費の１/２ （上限額３.７億円) 
 

    ・補助対象：民間企業 
 

    ・補助条件：燃料電池車､純水素型燃料電池､燃料電池ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 
         のうちいずれかを導入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【参考】＜実施中＞家庭用燃料電池（エネファーム）の導入支援 
 

         （販売価格１９０万円） 
 

    ・都補助額は国補助（現在３８万円）の１/２ １９万円 
 

       ・現制度は２７年度まで 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
         

 

   

２００万円～ １００万円～ ～４００万円 

国 都 購入者 

 

（１）水素ステーション導入支援 ＜モデルケース＞ 
  

   （１０か所 ２，１４７百万円） 
 

     ○ 整備費補助＜固定式＞（水素ステーション標準整備費５億円） 
 

        ・都補助額(１.８億円）、国補助（２.２億円）    
 

           事業者はガソリンスタンド整備費（１億円）程度の負担 
 

 
        
 
 

       ※中小企業は都補助（２.８億円） 国補助を合わせ全額補助 
 

        ※移動式は都補助額（１.２億円）、国補助（１.８億円） 
 

    ○ 運営費補助＜固定式、移動式＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）燃料電池車の導入支援（想定販売価格７００万円） 
 

    （８００台 １，０００百万円） 
 

   ・都補助額は国補助（２００万円～）の１/２ 
 

    ・補助対象：民間企業・個人 
     
 
 
 
  
 

     ※ステーション整備へ協力した区市町村に国補助と同額を支援 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

２．２億円 １．８億円 １億円 

国 都 事業者 

都の支援策（２６～２７年度） 

国 都 購入者 

３８万円 １９万円 １３３万円 

    ①運営費（土地代） 
    ：都単独 

②運営費（土地代を除く） 

補助事業 大企業 中小企業 

賃借料の１/２ 

５００万円 １，０００万円 

都 

４０万円 ４０万円 

購入者 

国 都 購入者 

２００万円～ １００万円～ ～４００万円程度 

資料３ 

購入者 都 

３．７億円 ３．７億円 

※ 補正予算総額４０億円 

１１月１４日公表 ２６年度補正予算（案） 


